
 

 

 

みなさんで回覧してください。 

 いわき市からの 

お知らせ 
 

ごみ出しの基本ルールの徹底について 

（決められた袋を使いましょう） 
 

 

 

ごみを出す際に使用するごみ袋について、『市規格袋』 

を使用せず、ごみが回収されないことが増えております。 

     

ごみを出す袋は、大きさが７０ｃｍ×５０ｃｍで 

無色透明のポリエチレン製の『市規格袋』を使用してください。 

 

〇家庭で１回に出せる量は２袋程度です。 

 

〇古紙類は袋に入れず、ひもで十字にしばって 

出してください。その他の紙は、紙袋等に入れて 

出してください。 

  

〇剪定した枝は、長さ 60㎝未満、直径“一束”20㎝未満に 

して、ひもでしばって出してください。 

木枝と葉は切り分けて、葉は市規格袋に入れて出してください。 
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回 覧 

わたくしたち いわき市民は 

１ 元気で働き、豊かなまちをつくりましょう。 

１ 互いに助け合い、明るいまちをつくりましょう。 

１ きまりを守り、住みよいまちをつくりましょう。 

１ 教養を高め、文化のまちをつくりましょう。 

１ 自然を愛し、緑のまちをつくりましょう。 
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